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組合分会の団体交渉申入れを拒絶した会社
の対応を不当労働行為とした最高裁判決を
引用し、これを退けた。
三つ目は、本訴訟に取り組む勇気を示さ
れた被災者本人やその遺族、これを支えた
支援者その他多くの人々の努力である。本
判決は、随所に、こうした努力をきちんと
見ている判断や表現を示している。これに
対し、本判決は、会社側は、被災者らが石
綿粉じん又はタルク粉じんに曝露当時、ど
のような粉じん発生の防止等の措置をとっ
たのか具体的主張はない、としている。
弁護団はタルクの特性にまで踏み込んだ
裁判所の判断に敬意を表するとともに、住
友ゴムに対してはもはや上告せず、上告し
ているなら速やかに取り下げ、潔く企業と
しての責任を履行することを求める。

ポイントは「タルク」

タルク（滑石とも呼ばれる）はベビーパ

ウダーの原料であるが、その粉じんは鉱物

性粉じんでありじん肺の原因となる。ま

た、アスベストを不純物として含むことが

多かったため、中皮腫などの石綿関連疾病

の原因となり得る。

タルクはゴム製造、製紙、農薬・医薬品

製造、ステアタイト磁器製造など多くの産

業分野で利用されている。住友ゴムなどの

タイヤ・ゴム製造において充填剤としてゴ

ムに混ぜたり、ゴムどうしがくっつかない

ようにするための打ち粉として大量に使用

される。

見過ごしがちのケースとしては、溶接な

どで鉄板に罫書きするための「石筆」は滑

石なのでグラインダーで先を尖らせながら

使用していると石綿にばく露する可能性が

あり、鉄工所労働者などが中皮腫で労災認

定されている。手術室で使用するゴム手袋

を再生利用する際に「打ち粉」として使う

ため、作業歴のある看護婦が中皮腫で労災

住友ゴムアスベスト損倍訴訟
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※なお、今回の高裁判決を言い渡した江口
とし子裁判長は過去に「大阪建設アスベス
ト訴訟第一陣大阪高裁判決（2018 年９月
20 日）」を言い渡している。（事務局）
参 照： 建 設 ア ス ベ ス ト 訴 訟 弁 護 団
HP「 再 び 大 阪 高 裁 で 全 面 勝 訴 判 決！」 
http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/
news/1327/


